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　講師にミズノ株式会社ウォーキング部門のアドバ
イスを行う「黒田恵美子氏」を迎えてのウォーキン
グ教室を開催します。当教室は今年度６月から 10 月
にかけて全５回開催し、大好評の教室でした。皆様
のご要望にお応えし、アンコール開催します。
　今回は、冬期間の歩き方講座、室内運動をポイン
トに一緒に身体を動かしながら講義いただきます。
これまで参加された方も、今回が初めての方も大歓
迎です。皆様のご参加お待ちしております。

▶内　容　正しい歩き方講座、冬期間の室内運動講座
　　　　　歩行測定など
▶日　時　令和 6 年２月７日（水）
　　　　　  午後１時30分 ～午後３時
▶会　場　創遊館　ワークルーム 3，4 及び創遊館内

▶持ち物　飲み物、歩きやすい靴（外履き）
▶講　師　
　一般社団法人ケア・ウォーキング普及会代表理事
　黒田恵美子氏
▶募集人数　先着 30 名
▶その他　
　参加費無料、動きやすい服装・靴でご参加ください。
▶申込み　
　参加希望の方は、令和６年１月 31 日（水）まで
　下記へご連絡ください。

▶問合せ先　
　政策推進課 総合政策係
　☎６７- ２１１２

【大好評につきアンコール開催！】朝日町×ミズノ「ウォーキング教室」参加者募集

　急速に進む情報化社会において、スマートフォン
を利用する方が町内でも増えています。スマートフォ
ンには、多岐にわたる機能が備わっていることから、
その利用について不安を感じている方もいらっしゃ
るのではないでしょうか？
　そこで、スマートフォンの操作について、もっと
知りたいという方などを対象に、基本的な操作や機
能の使い方を学ぶ講座を開催します。ぜひこの機会
にご参加ください。

▶日　時　　令和６年１月 29 日（月）
　　　　　　午後２時～午後３時
▶会　場　　創遊館２階 会議室
▶対　象　　町内在住のスマートフォン等の
　　　　　　活用に興味のある方

▶内　容　　スマートフォンの基本的な操作や
　　　　　　インターネットの使い方ほか
▶定　員　　定員 10 人程度（参加費：無料）
▶講　師　　株式会社ＷＩＬＬ（町内小中学校に　
　　　　　　ICT 支援員を派遣している事業者です）
▶持ち物　　ご自身で使用しているスマートフォン
　　　　　   またはタブレット
▶申込み　　令和６年１月 22 日（月）までに、
　　　　　　下記問合せ先へ申込みください。

▶問合せ先　
　教育文化課 生涯学習係 ☎６７- ２１１８

基本を学ぼう！第５回スマートフォン講座のお知らせ



●１月の土曜診療日は１月６日です。
● 12 月 29 日は午前中（内科）診療を行いますが、循環器内科は休診になります。
● 12 月 30 日から１月３日までは休診になります。
●正面玄関の開扉時刻は午前８時となります。
●来院される際はマスク着用をお願いします。
●発熱や風邪症状のある方、コロナ陽性者と同居されている方は、来院前に必ず電話連絡をお願いします。
●受付時間
　午前 11 時 30 分まで　※月曜日の肝臓外来受付は午後２時 30 分まで（診察は午後 1 時 30 分から）

※金曜日の循環器外来受付は午前 11 時まで
　　　　　　　　　　　※眼科外来受付は　火曜日：午後 3 時まで　木曜日：午後 3 時 30 分まで
　　　　　　　　　　　　（診察は午後２時から）
▶問合せ先　　
　町立病院　☎６７- ２１２５

町立病院　外来診察予定表
日 月 火 水 木 金 土

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
12/28 12/29 12/30

内科 眼科 内科 休日当番医

12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6

休日当番医 休日当番医 休日当番医 休日当番医 内科 眼科 内科
循環器 内科

1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13
内科
糖尿
外科

眼科 内科 内科 眼科
内科

循環器
整形

1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20

休日当番医 内科
整形 肝臓

内科
糖尿
外科

眼科 内科 内科 眼科 内科
循環器

　宮宿地内の旧宮宿印刷所脇町道（町道上宿線）について、積雪による建物倒壊の恐れがあるため
冬期間通行止めを行います。
　開通時期は降雪・積雪の状況により現地に掲示いたします。
▶問合せ先　総務課 危機管理対策室　☎６７- ２１１１

冬季通行止めの
お知らせ

　令和５年度に、樹園地においてツキノワグマの被
害軽減のために緊急的に電気柵を購入し設置した農
業者の方への支援を実施します。

▶対 象 者  令和５年８月～ 11 月にツキノワグマ
　　　　　　対策として電気柵を設置した農業者
▶対象経費　電気柵の購入経費
　　　　　　（消費税、電流チェッカーは対象外）
▶補助金額　対象経費の１/ ４（上限５万円）

▶申請に添付する書類
　①購入したことがわかる領収書
　②購入した電気柵がわかる写真
　③設置した園地の位置図
▶申請期限　
　令和６年２月８日（木）まで

▶問合せ先　
　農林振興課 事業係
　☎６７- ２１１４

クマ対策のための電気柵設置の支援について



　農業水利施設に係る電気料金の高騰に伴い、電
気料金への支援を実施します。

▶補助の対象者　
　土地改良区及び農業水利施設を管理する組合等
▶対象経費
　令和５年４月から９月に支払った電気料金のうち
任意の月の合計額

▶補助金の額　　
　補助対象経費から、前年同月に支払った電気料
金を差し引いた経費の１/ ２
▶申請期限　　　
　令和６年３月８日（金）まで

▶申込・問合せ先
　農林振興課 事業係　☎６７- ２１１４

令和 5 年度朝日町農業水利施設電気料金高騰支援事業について

▶期　日　令和６年２月４日（日）　午前９時開会
▶場　所　朝日町民体育館
▶対　象　朝日町内に在住、または勤務している
　　　　　小学生以上の方
▶種　目　
　（１）一般団体戦
　　　①混合ダブルス（ラージ）　
　　　②混合ダブルス　　　
　　　③オープンダブルス
　　　　※一般で構成できない場合は、小・中学生、
　　　　　高校生を入れてもよい。
　　　　※混合については、女子２名でもよい。
　（２）個人戦
　　　オープンダブルス（①ラージ　②硬式）

▶参加料　
　団体戦は１チーム 2,000 円（傷害保険料他）
　※個人戦のみ出場の場合は無料
▶申込方法　
　令和６年１月 26 日（金）まで参加料を添えてお申
込みください。（受付時間：平日午前９時～午後５時）
▶監督会議　
　令和６年１月 30 日（火）午後７時 30 分　
　創遊館 会議室
　※団体戦代表者は必ず出席してください。

▶申込・問合せ先　
　教育文化課 生涯学習係　☎６７-２１１８

第 59 回朝日町民卓球まつりのお知らせ

　朝日町山形市間直行バス、寒河江市朝日町間直行
バス及びデマンドタクシーは、右記の通り運休とな
ります。
　右記以外は通常通りの運行となりますので、お間
違えのないようにご利用ください。

▶運休日
　令和６年１月１日（月）～ 1 月 3 日（水）

▶問合せ先
　政策推進課 地域振興係　☎６７- ２１１２

町営公共交通機関の年始運休日

▶山形県最低賃金
　時間額…900 円
　効力発生日…令和５年 10 月 14 日
▶特定（産業別）最低賃金
　〇一般産業用機械・装置等製造業…時間額 961 円
　〇電気機械器具等製造業…同 945 円
　〇自動車・同附属品製造業…同 961 円

　○自動車整備業（分解整備に従事する者に限る）　
　　…同 965 円
　効力発生日…令和５年 12 月 25 日

▶問合せ先
　山形労働局労働基準部賃金室
　☎０２３- ６２４- ８２２４

山形県の最低賃金が改正されました！



広報　あさひまち　お知らせ板　　　　　　　　　　　　令和 5 年１２月２８日号① 

　朝日町に６月１日以降に転入された方で、住民税
非課税世帯等への臨時特別給付金３万円を前住所地
から受給していない場合、右記までご連絡ください。

▶対象者　
　以下すべてに当てはまる世帯
　・世帯全員が令和５年度「住民税均等割が非課税」
　の世帯
　※住民税が課税されている者の扶養親族等のみ
　　からなる世帯を除く
　※申請や確認書の提出を期限までしなかった世帯
　　等を除く
　・前住所地から３万円を受給していない世帯

▶支給額
　１世帯当たり　3 万円

▶問合せ先
　健康福祉課 福祉係　☎６７- ２１３２

前住所地から住民税非課税世帯等への臨時特別給付金を受給していない方へ

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を
踏まえ、令和５年度住民税非課税世帯等に対して、
１世帯当たり７万円を支給します。
　対象となる世帯には書類を送付します。

▶支給対象者
　世帯全員が令和５年度「住民税均等割が非課税」
　の世帯
　※住民税が課税されている者の扶養親族等のみ
　　からなる世帯を除く
▶支給額
　１世帯当たり　７万円
▶手続方法　　
　①「支給のお知らせ」が届いた方
　　１月中に「支給のお知らせ」に記載された口座
　に振込を予定しております。
　　振込口座の変更や、７万円の受取を拒否される
　場合は令和６年１月９日まで右記担当までご連絡
　ください。

　②「確認書」が届いた方
　　令和４年度臨時特別給付金を振り込んだ口座番
　号をあらかじめ記載しておりますので、受取先の
　口座番号を変更したい場合は確認書類等の添付が
　必要です。

　③「申請書」が届いた方
　　令和５年１月１日以降に他市町から転入された
　方は、非課税証明書、振込口座の写し等の提出が
　必要です。

▶②・③書類提出期限　
　令和６年２月 16 日（金）まで
　案内文書を確認いただき、期限までに提出をお願
いいたします。

▶申請・問合せ先
　健康福祉課 福祉係　☎６７- ２１３２

令和５年度住民税非課税世帯等への臨時特別給付金（追加分）について

▶休館日
　1 月 1 日（月）～１月４日（木）
　12/31 は午後５時までの営業となります。
▶その他
　温泉通常営業時間　午前 10 時～午後８時
　（受付：午後７時 30 分まで）

▶問合せ先
　高齢者生産活動センター（いもがわ温泉）
　☎６７- ７２４９

高齢者生産活動センター年末年始休館のお知らせ


